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大学では基本的に各診療科が中心ですが、高北病院では診療科に関係なくオール
ラウンドに対応する能力が求められました。大変と思う一方、やりがいも感じ、こういった地域で
働かれている 1人 1人の先生方により地域医療が支えられていることをひしひしと感じました。
また、1人の医師が倒れてしまうと、地域医療がたちまち崩壊しかねない事態になるのではないか
と感じ、医療スタッフの健康面も重要と思う次第です。自分は内科専修医プログラムに属し、現プ
ログラムでは地域研修 1年間が必須となります。高知での 3カ月間は非常に有意義であり、今後
も継続できないものかと感じています。
高知は魚が美味しいのはもちろん図書館なども素晴らしく、よく利用していました。本当にあり

がとうございました。

離任のあいさつ 内科医員　高
たかやま

山　卓
すぐる

　医師

このたび、令和 2年 3月 31 日をもちまして
退職させていただくこととなりました。在職中
は、病院スタッフ、医師、患者さんや、そのご
家族の方々に支えられ、この 3月まで 14年間
勤めさせていただきました。心から厚くお礼申
し上げます。様々な患者さんとの出会いの中で、
私自身、時に喜び、時に悲しみ、悩み行動する
中で、人間として少しは成長させていただくこ
とができたかと思います。不器用で言葉足らず
ですので、誤解を与えてしまうこともあったか
と思いますが、信頼し支えてくれたスタッフや、
温かく見守ってくださった地域の皆様には感謝
の気持ちでいっぱいです。
初めて赴任が決まり佐川町に来たとき、人生

でほとんど見たことのない雪景色でした。ここ
は本当に高知県だろうかと不安になったことを
思い出します。住んでみると何不自由ない町で、

プールもあるし、自由気ままに
過ごすことができました。そして長きにわたっ
て当地で過ごし、仕事をしていく間には世代に
わたるお付き合いも生まれ、だんだんと佐川町
に対する愛着も確実に育まれていきました。そ
れもこれも町の人の温かさ故と思います。
この在職中には、人手不足に陥り、和田院長

が医師確保のために東奔西走する姿を目の当た
りにしたり、病院の耐震化による建て替えが
あったりするなど、多くのことを経験しました。
今現在も病院を取り巻く環境は厳しいものがあ
り、和田院長を中心に対応に追われていますが、
非常にいい病院だと思っています。思い出話は
数知れずありますが、私の人生において貴重な
財産となるものばかりでした。お世話になった
皆様のご活躍とご健康を心よりお祈りしていま
す。本当に、ありがとうございました。

退任のあいさつ 整形外科部長　明
みょうじん

神　亮
あきひろ

博　医師 新しい保険証 ( 国民健康保険被保険者証 ) をお届けしています！

町営「中本町地区墓地」の空き区画の利用者を募集しています！

国民健康保険の被保険者の方に、令和 2年 4月 1日からお使いいただける新しい保険証 ( 青色 )
を、令和 2年 3月下旬に桃色の封筒にて送付しましたのでご確認ください。4月以降に医療機関
を受診される際は、新しい保険証をご提示願います。
70 ～ 74 歳の方へ
高齢受給者証 ( 桃色の証 ) は、毎年 7月 31日までが有効期限です。8月 1日からお使いいただけ
る高齢受給者証は、7月下旬に送付します。
75 歳以上の方へ
75 歳以上の方は後期高齢者医療保険対象者で、毎年 7月 31日が保険証の有効期限です。そのた
め今回の送付はありません。(8 月 1日からお使いいただける保険証は 7月下旬に送付します )

問町民課保険年金係　電話22-7706

募集墓地
所在地：佐川町甲 1881 番地
募集区画 :17 区画

使用料
1 区画につき 350,000 円

申込資格
(1) 佐川町に住所を有する世帯主又は戸籍筆頭者
(2) 佐川町外の居住者については、佐川町に戸籍又は係累の墓地を有する世帯主又は戸籍筆頭者
申込方法
墓地利用許可申請書に必要事項を記入し、住民票（本籍地が記載されたもの）を添付し、総務課
管財契約係に提出してください。
※募集区画の詳細については、総務課管財契約係までお問い合わせください。

問総務課管財契約係　電話22-7700

国保からのお知らせ

健康保険が変わる方は必ず届出が必要です！
4 月は、就職や退職などによる健康保険資格の異動が多い時期です。職場の健康保険の保険証を
返還して他の健康保険に加入していない方や、国民健康保険から他の健康保険に加入したときは
14日以内に異動の手続きを行ってください。
■国保加入の手続きが遅れると…
国保税は被保険者になった日 ( 会社などを退職した次の日 ) まで遡って納めることになります。
この場合、一度に納めていただく国保税の金額が高額になる場合があります。

■国保脱退の手続きが遅れると…
・他の健康保険に加入しているにもかかわらず国保税が課税されたままとなり、二重に健康保険
税 ( 料 ) を納めている状態になります。（過納があった場合、国保脱退手続きをすると還付され
ます。）

・国保の保険証を返還せずに、うっかり国保の保険証で医療機関を受診してしまうと、国保負担
分を返還していただくことになります。

問町民課保険年金係　電話22-7706

国保からのお知らせ

−おしらせ

人間ドック、特定健診の実施開始日変更のお知らせ
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、下記のとおり健診実施開始日を変更させていただきます。

変更前：4 月 9 日 ( 木 )　→　変更後：5 月 14 日 ( 木 ) ～
※ 5月からの実施予定ですが、状況により実施開始日を変更する場合もありますので、お申し込
みいただく前に電話でお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。なお、受付は
平日 8時 30 分〜 17 時です。申込書にご記入のうえ、高北病院窓口へ持参されるか郵送または
FAXでお申し込みください。ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

4月から、第 2・第 4土曜日の診療が第 2土曜日だけに変更となります。
・第 2土曜日 (8 時 30分〜 12時 30分 )：内科、産婦人科診療
　※整形外科は、診療ありません。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

土曜診療
変更の

お知らせ


